
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登 録 番 号 ９５７ 

登 録 日 令和８年１月１５日 

名 称 株式会社徳山建設 

代表者職名・氏名 代表取締役 徳山 房雄 

所 在 地 〒８９１－７６０３ 

大島郡天城町岡前３２１−５ 

電 話 ０９９７－８５－２６６１ 

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ  

業 種 建設業 

業 務 概 要 建設業 

行 動 計 画 期 間 令和７年１０月１日 ～ 令和１０年９月３０日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 

目標１）計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上とする。  

男性社員・・・取得率 20％以上  

女性社員・・・女性社員全体と有期雇用の女性社員それぞれについて、  

取得率８０％以上 

＜対策＞ 

● 令和７年１０月～ 育児休業に関する法令・制度の周知  

● 令和８年１０月～ 育児休業取得開始日から 3 日間を有給とする制度を導入す

る 

目標２）全社員の時間外・休日労働時間の平均を各月３０時間未満とする。 

＜対策＞ 

● 令和 ８年１月～ 管理職を対象とした意識改革のための研修を年 1 回実施  

● 令和 ９年１月～ 業務量の見直し、DX 化による事務の効率化などの取組実施  

● 令和１０年１月～ 各部署における問題点の検討及び研修の実施 

目標３）中学生までの子を持つ社員について法令で定める休暇とは別に年 5 日を

上限とする特別休暇を付与する。 

● 令和７年１０月～ 社員への育児介護休業に関する既存法令制度の周知  

● 令和８年 １月～ 導入に向けて各部署における理解促進として研修を実施  

● 令和９年 １月～ 導入予定 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 
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